
訓

令 

埼
玉
県
訓
令
第
八
号 

本 
 

 
 

 

庁 

地 

域 

機 

関 

埼
玉
県
文
書
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

令
和
六
年
七
月
五
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

 
 

 

埼
玉
県
文
書
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

 

埼
玉
県
文
書
管
理
規
程
（
平
成
十
三
年
埼
玉
県
訓
令
第
二
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。 

目
次
中
「
施
行
」
の
下
に
「
及
び
完
結
」
を
加
え
、
「
第
三
十
六
条
」
を
「
第
三
十
六
条
の
二
」

に
改
め
る
。 

第
二
条
第
八
号
中
「
施
行
」
の
下
に
「
、
完
結
」
を
加
え
る
。 

第
三
条
第
二
項
第
一
号
中
「
施
行
」
の
下
に
「
、
完
結
、
保
存
」
を
加
え
、
同
項
第
二
号
中
「
第

四
条
第
四
項
の
」
の
下
に
「
文
書
公
開
情
報
確
認
者
、
同
条
第
五
項
の
」
を
加
え
、
「
同
条
第
五

項
」
を
「
同
条
第
六
項
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
前
二
号
」
を
「
前
三
号
」
に
改
め
、
同
号

を
同
項
第
四
号
と
し
、
同
項
第
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

 

三 

公
文
書
検
索
・
閲
覧
シ
ス
テ
ム
（
埼
玉
県
情
報
公
開
条
例
（
平
成
十
二
年
埼
玉
県
条
例
第

七
十
七
号
）
第
三
十
五
条
に
規
定
す
る
公
文
書
を
検
索
す
る
た
め
の
資
料
の
う
ち
公
文
書
の

書
誌
情
報
を
一
般
の
利
用
に
供
す
る
機
能
を
有
す
る
情
報
処
理
シ
ス
テ
ム
を
い
う
。
）
に
掲

載
す
る
公
文
書
の
書
誌
情
報
（
次
条
第
二
項
第
二
号
に
お
い
て
「
書
誌
情
報
」
と
い
う
。
）

の
提
供
の
承
認
に
関
す
る
こ
と
。 

第
三
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

（
文
書
公
開
情
報
確
認
者
） 

第
三
条
の
二 

文
書
公
開
情
報
確
認
者
は
、
課
に
あ
っ
て
は
第
一
号
に
掲
げ
る
者
を
、
所
に
あ
っ

て
は
第
二
号
に
掲
げ
る
者
を
も
っ
て
充
て
る
。 

一 

主
幹
の
職
に
あ
る
者
又
は
課
長
が
指
定
す
る
者 

 

二 

担
当
部
長
の
職
に
あ
る
者
又
は
所
長
が
指
定
す
る
者 

２ 

文
書
公
開
情
報
確
認
者
は
、
上
司
の
命
を
受
け
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
処
理
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。 

 

一 

文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
に
よ
る
文
書
等
の
完
結
に
関
す
る
こ
と
。 

 

二 

前
条
第
二
項
第
三
号
の
承
認
を
受
け
る
前
の
書
誌
情
報
の
確
認
に
関
す
る
こ
と
。 

 

第
四
章
の
章
名
中
「
施
行
」
の
下
に
「
及
び
完
結
」
を
加
え
る
。 

 

第
四
章
中
第
三
十
六
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 



（
完
結
） 

第
三
十
六
条
の
二 

文
書
公
開
情
報
確
認
者
は
、
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
に
記
録
さ
れ
た
文
書
等
が

完
結
し
た
と
き
は
、
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
に
お
い
て
当
該
文
書
等
の
完
結
に
係
る
事
務
を
処
理

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

 

附 
則 

 

こ
の
訓
令
は
、
令
和
六
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 


